


   １日あたり約４２．８万㎥の水道用水を供給できる能力を備えており、
県内１７市町に供給しています。 

水道用水供給事業／施設概要 

平成２５年１月１日現在 

事業名 水 源 浄水場 
給水能
力 

(㎥/日) 
給水対象市町 

管路延長 
(km) 

北中勢水
道用水供
給事業 

木曽川総合用水 
(岩屋ダム) 

播磨  80,300 
桑名市、四日市市、鈴鹿市、 
木曽岬町、朝日町、川越町 

168.6 三重用水 水沢  51,000 四日市市、鈴鹿市、菰野町 

長良川 
(長良川河口堰) 

播磨  18,000 
桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、 
木曽岬町、朝日町、川越町、菰野町 

雲出川 (君ヶ野ダム) 高野  81,416 津市、松阪市 
136.4 

長良川(長良川河口堰) 大里  58,800 津市、松阪市 

南勢志摩
水道用水
供給事業 

櫛田川 (蓮ダム) 多気 138,150 
松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、明和町、 
度会町、玉城町、多気町 

118.1 

合  計   ５ヶ所 427,666  計 １７市町 423.1 







工業用水道事業／施設概要 

平成２５年１月１日現在 

※給水区域は現在給水している区域。中伊勢、松阪の各事業は浄水場なし。 

事 業 名 水 源 浄水場 
給水能力 
(㎥/日) 

契約水量 
(㎥/日) 

給水区域 給水工場数 
管路延長 

(km) 

北伊勢 
工業用水道事業 

長良川 沢地 250,000 

730,730 

桑名市 
四日市市 
鈴鹿市 
津市 
朝日町 
川越町 

73社 83工場 293.5 
員弁川 伊坂 180,000 

木曽川総合 
用水(岩屋ﾀﾞﾑ) 

山村 400,000 

多度 
工業用水道事業 

三重用水 多度   10,000   10,000 桑名市  1社  1工場 0.3 

中伊勢 
工業用水道事業 

雲出川 
（君ヶ野ダム） 

-   33,000   17,810 津市 15社 17工場 38.9  

松阪 
工業用水道事業 

櫛田川 -   38,500   38,500 松阪市  7社  7工場 15.3 

合計   4ヶ所 911,500  797,040    96社108工場 348.0  

   １日あたり約９１．２万㎥の工業用水を供給する能力を備えており、 

  県内９６社１０８工場に工業用水を供給しています。 





水道・工業用水道事業の料金 

  企業庁の水道・工業用水道料金は、「基本料金」と「使用料金」からなる二部料金制を採
用しています。超過水量が発生した場合は、超過料金をいただく仕組みとなっています。 
    

  ※水道用水供給事業での超過水量とは、契約水量に測定期間（日数）を乗じた水量を超えて当該 

    測定期間に給水した水量。 

    工業用水道事業での超過水量とは、 使用水量（契約水量から休止水量を減じた水量）を超えて 

    受水した水量（瞬時水量）。 

  料金については、事業運営に必要な経費を料金で賄うため、「総括原価方式」により算定

することとなっており、水道料金は５年、工業用水道料金は３年に一度見直しを行っていま
す。 

  水道料金については平成２２年４月１日（北勢系長良川水系は平成２３年４月１日）に料
金改定を行いました。 

 工業用水道料金については平成２２年１月１日に料金改定を行いました。次の料金改定
は平成２５年４月１日を予定しており、現在、料金改定に向けて必要な手続きを進めていま
す。  



技術管理業務の包括的な民間委託の導入 

  民間活力の積極的な導入により経営の効率化を図るとともに、官民が一体となっ
て事業の持続可能性を高めることを目的に、浄水場等において技術管理業務の包
括的な民間委託を推進しています。  

 工業用水道事業については、平成２１年４月から従前の運転監視業務の更新と合わせ、全
ての工業用水道の浄水場等において包括的な民間委託を開始するとともに、その実施状況
等の検証を進めてきました。 検証の結果、効率性等の面で課題が抽出されたことから、平
成２４年度から民間委託の業務範囲を「運転監視を中心とする一体的な業務」に見直しを行
い、引き続き包括的な民間委託の取組を進めていきます。 

  平成２４年度から包括的な民間委託を導入する計画でしたが、業務範囲を見直す平成２４

年度からの工業用水道事業での状況等について、あらためて検証し、将来にわたる「安全・
安心」供給が確実に達成できることを慎重に確認したうえで導入をはかっていくこととしまし
た。 なお、中勢水道事務所が直営で実施していた運転監視業務については、平成２４年度
から民間委託を導入しました。 

工業用水道事業 

水道用水供給事業 



  平成２４年度からの 
  技術管理業務の包括的な民間委託の導入状況 

事務所 

（委託回数） 
北勢水道事務所 

（第４期[H15～,H18～,H21～]） 
中勢水道事務所 

（第１期） 
南勢水道事務所 

（第３期[H18～、H21～]） 

受託事業者 水ｉｎｇ株式会社 中部支店 水ｉｎｇ株式会社 中部支店 ＭＥＴＡＳ・ＭＥＴＡ特定共同企業体 

契約金額(税抜) ７６５，３００，０００円 １１１，９００，０００円 ２３１，０００，０００円 

契約日 平成２３年１０月２５日 平成２３年１１月１４日 平成２３年１０月２５日 

委託期間 平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日（３年間）   ※引継期間 契約日～平成２４年３月３１日 

委託内容 
北勢水道統括運転管理 

及び浄水場等管理業務 
中勢水道運転管理業務 多気浄水場運転管理業務 

水道 水道用水供給事業の運転管理 

工水 
工業用水道事業の運転・維持管
理 

工業用水道事業の運転管理 

施設概要
(取水施設、導

水施設等も含
む) 

水道 播磨浄水場、水沢浄水場 高野浄水場、大里浄水場 多気浄水場 

工水 
沢地浄水場、伊坂浄水場、 

  山村浄水場、多度浄水場  

木造取水所、新屋敷取水所 

  ※浄水場無し 

運転監視方式 
北勢水道事務所の中央監視室
から水道・工業用水道の６浄水
場等の統括運転監視 

高野浄水場（事務所併設）から水
道の２浄水場及び工業用水道取
水所等の統括運転監視 

多気浄水場（事務所併設）等の単
独運転監視 

 



包括的な民間委託の業務状況 

北勢水道事務所中央監視室からの統括監視 

修繕作業（ポンプ グランドパッキン交換） 

電気設備点検 

水質検査 

※写真は北勢水 

  道事務所での 

  H21年度からの 

  業務委託より 





   企業庁の水力発電所は、宮川水系を中心に県内に１０箇所設置さ
れており、中部電力(株)へ電気を供給しています。 

電気事業（水力発電事業）／施設概要 

 

             

水系 発電所名 使用河川 発電形式 
最大使用水量 
（㎥/秒） 

最大出力 
(kW) 

基準電力量 
(千kWh) 

宮川 

長 大内山川 他 水路式 6.00  2,600   12,839 

宮川第一 宮川 ダム水路式 24.00  25,600   70,761 

宮川第二 宮川、南又谷川 水路式 24.00  28,600   90,474 

宮川第三 宮川、不動谷川 他 ダム水路式 3.00  12,000   51,380 

三瀬谷 宮川 ダム式 40.00  11,400   21,124 

大和谷 大和谷川 他 水路式 3.00  6,400   13,108 

小計     86,600  259,686 

淀川 

青蓮寺 青蓮寺川 ダム式 4.00  2,000    6,880 

比奈知 名張川 ダム式 3.70  1,800    6,002 

  小計   3,800   12,882 

櫛田川 

蓮 蓮川 ダム式 9.00  4,800   11,727 

青田 青田川、菅谷川 水路式 1.50  2,800    9,700 

  小計   7,600   21,427 

合計       98,000  293,995 

平成２５年１月１日現在 







 水力発電事業の役割である再生可能な純国産のクリーンエネルギーの供給や、地域貢献の取組を官民
の適正な役割分担のもと、将来にわたって持続可能なものとするため、民間事業者への譲渡を円滑に進
めます。 

水力発電事業の民間譲渡 

  水力発電事業の民間譲渡を行うにあたり、譲渡交渉先である中部電力(株)と協議などを進め、節目とな
る時点ごとに確認書等の締結を行ってきました。 
  H21.3 『三重県企業庁水力発電事業の譲渡・譲受に関する確認書』 
  H23.3 『三重県企業庁水力発電事業の譲渡・譲受に向けての確認書』 
  H23.8 『三重県企業庁水力発電事業に係る資産等の譲渡・譲受に関する基本的事項の合意書』     
  H24.7 青田発電所の譲渡時期の変更    
  H24.9 『三重県水力発電事業に係る資産等の譲渡対価の支払方法に関する確認書』 

※平成23年８月に締結した基本合意書等において、次のとおり合意しています。 
  ・譲渡価格は１０５億円とする。 
  ・１０箇所すべての発電所を、３年間で順次譲渡する。（各年度毎に譲渡契約を締結） 
     譲渡日  平成２５年４月１日  ２発電所（青蓮寺、比奈知） 
     譲渡日  平成２６年４月１日  ３発電所（蓮、宮川第一、宮川第二） 
     譲渡日  平成２７年４月１日  ５発電所（大和谷、宮川第三、長、三瀬谷、青田） 

  企業庁では、円滑な譲渡を進めるため、譲渡先との協議を行うとともに、関係部局と連携、役割分担を
行いながら推進しています。 また、ＰＣＢ含有大型変圧器の取替などの設備改修を計画的に実施するとと
もに、用地・権利の整理を行うなど、譲渡までに県が実施することとなっている課題の解決に取り組んでい
ます。 



  三重ごみ固形燃料発電所は、県内７施設 

１４市町からＲＤＦ（ごみ固形燃料）を受け入

れています。ＲＤＦの焼却により発電した電

力は、中部電力(株)及び桑名広域清掃事

業組合に供給しています。 

【県内ＲＤＦ製造施設の概要】 

ＲＤＦ焼却・発電事業／施設概要 

附帯事業 

施設名 三重ごみ固形燃料発電所 

設置場所 桑名市多度町力尾 

ＲＤＦ処理能力 ２４０（ﾄﾝ/日） 

最大出力 １２，０５０（ｋＷ） 

ＲＤＦ製造施設名 
施設能力 

（ﾄﾝ/日) 
ＲＤＦ製造者名 構成市町 

桑名広域清掃事業組合資源循環センター 
（リサイクルの森） 

２３０ 桑名広域清掃事業組合 
桑名市、いなべ市、 

木曽岬町、東員町 

香肌奥伊勢資源化プラザ ４４ 香肌奥伊勢資源化広域連合 
松阪市、大台町、 

多気町、大紀町 

紀南清掃センター ２３ 南牟婁清掃施設組合 
熊野市、御浜町、 

紀宝町 

エコフレンドリーはまじま １２ 志摩市 同左 

さくらリサイクルセンター １３５ 伊賀市 〃 

紀伊長島リサイクルセンター ２１ 
紀北町 〃 

海山リサイクルセンター ２０ 

計 ７施設 計 ６団体 計 １４市町 





  

ＲＤＦ焼却・発電事業／固定価格買取制度への移行 

附帯事業 

 

 

 三重ごみ固形燃料発電所については、経済産業省資源エネルギー庁から平成
２４年１０月２６日付けで固定価格買取制度に基づく設備認定を受けました。 
 その後、中部電力（株）と変更契約を締結し、平成２４年１１月１日から新単価で
の売電を開始しました。 
 平均売電単価が約４円/kWh前後上昇することで、年間約１億５千万円の増収が
見込まれます。 

 調達価格・・・１６．０７円/kWh（税抜） ※バイオマス部分のみ。 
 調達期間・・・１２５月（平成35年3月まで） 

 変更前平均売電単価・・・約８．２円/kWh（税抜） 
 変更後平均売電単価・・・約１２円/kWh（税抜）前後で推移見込 

【設備認定】 

【中部電力(株)との売電契約の変更】 



  

水力発電事業の民間譲渡に伴うＲＤＦ焼却・発電 
事業の新たな運営主体への移管 

附帯事業 

 

 

水力発電事業の譲渡以降も平成２８年度までは、引き続き、企業庁が運営することとし、実施するため
の様々な課題解決に向け検討する。 

ＲＤＦ運営協議会総会で次のように決議されている。 
〇平成２９年度以降の継続期間は、４年間（平成３２年度末）とする。 
〇県内５製造団体（１３市町）での新たな枠組みにおいて、ＲＤＦ焼却・発電事業を継続する。 
  ※志摩市は平成２６年度から離脱 
〇継続期間中については、県が事業主体となる。 
〇平成２８年度に収支が均衡する処理委託料としたうえで、平成２９年度から平成３２年度までの収支
の不足見込額（継続に伴う維持管理費の増額分、改修費、外部処理費）については、県と市町とで半
分ずつ負担する。 

（水力発電事業譲渡後のＲＤＦ焼却・発電事業の運営） 

（平成２９年度以降の運営） 











補
て
ん
財
源 

消費税資 
本的収支 
調整額 

49,175 

過年度分 
損益勘定 
留保資金 

4,716,261 

合計 4,765,437 

  

区      分 平成２３年度決算額 

出 資 金 2,060,759 

負 担 金 11,760 

雑 収 入 1,616,331 

固定資産売却代金 1,257 

合 計① 3,690,107 

（資本的収入） 

区      分 平成２３年度決算額 

建設改良費 1,027,423 

うち北勢水道改良費 345,648 

償 還 金   7,428,121 

   うち企業債 7,254,040 

うち水資源機構 
割賦負担金 165,581 

合 計② 8,455,544 

（資本的支出） 

水道用水供給事業／平成２３年度の資本的収支 

資本的収支不足額（②－①）＝4,765,437千円 補てん 

※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。 

（単位：千円 税込み） 







  

区      分 平成２３年度決算額 

建設改良費 2,357,025 

うち北伊勢工水改良費 1,035,018 

うち北伊勢工水 
第二次改良費 749,444 

償 還 金 3,563,812 

   うち企業債 1,942,018 

うち水資源機構 
割賦負担金 1,612,072 

合 計② 5,920,838 

区      分 平成２３年度決算額 

企 業 債 1,225,000 

補 助 金 149,156 

出 資 金 1,179,552 

固定資産売却代金 2,187 

雑 収 入 12,526 

合 計① 2,568,421 

（資本的収入） （資本的支出） 

工業用水道事業／平成２３年度の資本的収支 

資本的収支不足額（②－①）＝3,352,417千円 
補てん 

補
て
ん
財
源 

消費税資 
本的収支 
調整額 

147,631 

減債 
積立金 770,000 

過年度分 
損益勘定 
留保資金 

2,434,786 

合計 3,352,417 

※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。 

（単位：千円 税込み） 





  

電気事業／収益的収支の決算額の事業別内訳 

事業名 区分 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

電気事業 

収益的収入 3,091,590 3,112,649 2,929,177 3,228,858 2,883,743 

収益的支出 3,380,534 3,173,613 3,231,059 3,210,396 3,308,986 

純利益 △288,943 △60,964 △301,882 18,462 △425,243 

電 
気 
事 
業 
内 
訳 

水力発電 
事業 

収益的収入 2,271,298 2,356,804 2,179,950 2,412,745 2,028,155 

収益的支出 2,301,760 2,163,831 2,021,982 2,168,267 2,313,989 

純利益 △30,462 192,973 157,969 244,478 △285,835 

ＲＤＦ焼却 
・発電事業 

収益的収入 820,292 755,845 749,227 816,113 855,588 

収益的支出 1,078,774 1,009,781 1,209,078 1,042,129 994,996 

純利益 △258,482 △253,936 △459,851 △226,016 △139,408 

（単位：千円） 

※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。 





  

（資本的収入） （資本的支出） 

電気事業／平成２３年度の資本的収支 

資本的収支不足額（②－①）＝560,737千円 
補てん 

区      分 平成２３年度決算額 

長期貸付金償還金 34,090 

合 計① 34,090 

区      分 平成２３年度決算額 

建設改良費 92,823 

うち水力発電所改良費 92,209 

償 還 金   502,003 

   うち企業債 502,003 

合 計② 594,827 

補
て
ん
財
源 

消費税資 
本的収支 
調整額 

4,413 

過年度分 
損益勘定 
留保資金 

556,323 

合計 560,737 

※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。 

（単位：千円 税込み） 



  

長期債務残高（平成２３年度末） 

事  業 種 別 企業債 
水資源機構 
割賦負担金 合 計 

水道用水 
供給事業 

元 金 40,519,905 1,164,387 41,684,291 

利 息 7,268,938 211,584 7,480,523 

計 47,788,843 1,375,971 49,164,814 

工業用水道 
事業 

元 金 20,567,885 1,898,578 22,466,463 

利 息 3,170,731 344,996 3,515,727 

計 23,738,616 2,243,574 25,982,190 

電気事業 

元 金 3,112,179 3,112,179 

利 息 550,558 550,558 

計 3,662,736 3,662,736 

合  計 

元 金 64,199,969 3,062,964 67,262,933 

利 息 10,990,227 556,580 11,546,807 

計 75,190,196 3,619,545 78,809,740 

（単位：千円） 

※四捨五入のため、合計が合わないことがあります。 



  

三重県公営企業会計資金不足比率 

 ※各会計の資金不足比率は、資金剰余（黒字）であることから算定されません。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条の規定に基づく
「資金不足比率」について 

    【資金不足比率】 

会計名 平成２３年度 
（参考） 
経営健全化基準 

水道事業会計 －％ ２０％ 

工業用水道 
事業会計 

－％ ２０％ 

電気事業会計 －％ ２０％ 

資金剰余額 

約138億2,787万円 

約130億2,961万円 

約23億7,997万円 

    【資金剰余額】 
    ＜参考＞ 



 


